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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
検
察
庁
の
各
種
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
へ
の
対
応
の
あ
り
方
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
組
織
と
し
て
の
管
理
が
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
専
用
の
場
所
」
に
つ
い
て
は
、
東
京
地
方
検
察
庁
及
び

管
内
区
検
察
庁
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
東
地
企
第
百
二
十
六
号
検
事
正
訓
令
）
等
に
よ
り
、
東
京
地
方
検
察
庁

に
お
け
る
、
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
、
書
庫
そ
の
他
組
織
と
し
て
の
管
理
が
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
専
用
の
場
所
と
さ
れ
て
い

る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

東
京
地
方
検
察
庁
及
び
管
内
区
検
察
庁
行
政
文
書
管
理
規
程
に
よ
り
、
例
え
ば
、
現
に
係
属
し
て
い
る
訴
訟
に
お
け
る
手

続
上
の
行
為
を
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
行
政
文
書
に
つ
い
て
は
、
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
後
に
お
い
て
も
、
当
該
訴

訟
が
終
結
す
る
ま
で
の
間
、
保
存
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
最
長
期
間
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
誰
の
決
裁
に
よ
り
決
め
ら
れ
る
の
か
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
東
京
地
方

一



検
察
庁
及
び
管
内
区
検
察
庁
行
政
文
書
管
理
規
程
に
基
づ
き
、
東
京
地
方
検
察
庁
の
総
括
文
書
管
理
者
で
あ
る
次
席
検
事
に

お
い
て
、
東
京
地
方
検
察
庁
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
運
営
に
つ
き
監
督
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
承

知
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
（
平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
三
日
内
閣
衆
質
一
七
四
第
三
八
三
号
）
六
に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣
、
法
務
副

大
臣
及
び
法
務
大
臣
政
務
官
が
、
そ
の
作
成
に
必
要
な
す
べ
て
の
情
報
を
、
法
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四

十
八
号
）
に
よ
り
検
察
に
関
す
る
こ
と
を
所
管
す
る
法
務
省
刑
事
局
か
ら
提
出
さ
せ
た
上
で
作
成
し
た
た
め
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

検
察
庁
に
お
い
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
、
行
政

機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
十
一
号
）
等
に
基
づ
き
、
行
政
文
書
を
適

切
に
管
理
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二


